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と こ ろ 住民課、分庁総合窓口課

必要書類 ・マイナンバーカード
・カード交付時に設定したパスワード

そ の 他 ・有効期限の３か月前から更新手続きが可能です。
・�平日日中に役場で手続きすることが困難な場合は、マイナンバーカード休日窓口
をご利用ください。
・�休日窓口は毎月１回（土または日）に実施しています。【要予約】�
日時等は防災無線、文字放送でお知らせします。

マイナンバーカード電子証明書の
更新はお済ですか？
マイナンバーカードの電子証明書（パスワード）には、５年の有効期限があります。
電子証明書の有効期限が過ぎたカードは、健康保険証とし

ての利用やコンビニ交付、スマホ申告などの利用ができなく
なります。
期限が近づくと郵便で更新案内が届きますので、お早

めに手続きしてください。

利用内容 利用者本人の居宅と医療機関の間の送迎をします。

利用できる人 ⑴�介護保険の要介護状態等が要支援２以上の認定を受けている高齢者で、一般の公
共交通機関を利用することが困難な人（ただし、要介護２～５の人については、介護
保険による通院等の介助サービス利用を優先とします。）

⑵�身体障害者手帳1～ 5級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または厚生労働大
臣が定める指定難病による特定医療費受給者証の交付を受けている人で、一般の
公共交通機関を利用することが困難な人

利用手続 サービスを利用するには、事前に登録が必要です。

利 用 料 町内：片道一律200円
町外：距離により変動します。（片道30㎞未満まで）
※�外出支援サービスの運転手は介護士ではありませんので、介助が必要な人は、必ず付添い
の添乗をお願いします。

外出支援サービス事業
高齢者および障がい者などで、一般の公共交通

機関を利用することが困難な人に対し、移送用車
輌により利用者の居宅と医療機関との間の送迎を
行います。

住民課　  0859-68-3115問い合わせ先

分庁総合窓口課　  0859-62-0711問い合わせ先
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